
公告 第１３号 

 

 

 第３次美波町総合計画策定支援業務委託について、下記のとおり公募型プロポーザルを執行する。 

 

 令和３年１２月２０日 

 

 

美波町長  影 治  信 良    

 

 

記 

 

 

１．趣旨 

第２次美波町総合計画が令和４年度をもって計画期間が終了することを受け、令和５年度から令

和１４年度を計画期間とした第３次美波町総合計画（以下「計画」という。）を策定するにあたり、

専門的な知識及び経験をもとに技術的に最適な者を特定するため、公募型プロポーザル（以下「プロ

ポーザル」という。）を実施するものである。 

 

２．業務内容 

（１）業務名 

第３次美波町総合計画策定支援業務 

 

（２）業務内容 

別紙「業務仕様書」のとおり 

 

（３）委託期間 

契約締結日の翌日から令和５年３月３１日 

 

３．提案制限価格 

   ８，８００，０００円（税込） 

     （内訳）令和３年度 ３，０００，０００円（税込）以内 

         令和４年度 ５，８００，０００円（税込）以内 

 

３．参加資格 

（１） 次の要件を備えた者であること。 

① 過去５年間に四国内において総合計画策定支援実績を有すること。 



② 四国内に本社または支社（事務所・営業所は除く）があること。 

（２） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者であるこ

と。 

（３） 国または地方自治体から指名停止措置を受けている期間中でないこと。 

（４） 国税及び地方税を滞納していないこと。 

（５） 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立中又は破産手続中でないこ

と。 

（６） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき、更生手続開始の申立がなされている者及

び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立をした者でないこと。 

（７） 美波町暴力団等排除措置要綱（平成 23 年 3 月 25 日付け美波町告示第 6 号）の入札参加排除

措置を受けていないこと。 

 

４．プロポーザルの方法 

（１） 選定方法 

本プロポーザルは、参加表明書及び業務提案書の添付資料をもとにヒアリングを実施した上

で、本プロポーザル審査委員会が審査を行い、優先交渉権者を１者、次点者を１者選定する。 

（２） スケジュール 

日   程 項   目 

令和３年１２月２０日（月） ・プロポーザル公告 

・プロポーザル実施要領等の公表開始 

・参加表明書及び業務提案書の提出開始 

・参加表明書及び業務提案書に対する質問受付開始 

令和４年 １月１０日（月） ・参加表明書及び業務提案書に対する質問書の提出期限 

令和４年 １月１２日（水） ・参加表明書及び業務提案書に対する質問書の回答 

令和４年 １月１７日（月） ・参加表明書及び業務提案書の提出期限 

令和４年 １月２１日（金） ・業務提案書ヒアリング及び審査の実施 

令和４年 １月２４日（月） ・優先交渉権者、次点者の特定 

・審査結果の通知および公表 

令和４年 １月２６日（水） ・優先交渉権者から見積聴取 

令和４年 ２月上旬（予定） ・契約の締結 

 

５．閲覧方法 

   美波町ホームページにより、実施要領等を公開する。 

 

６．事務局 

〒７７９－２３９５  徳島県海部郡美波町奥河内字本村１８－１ 

美波町役場政策推進課 

担当者  主査  福岡 将人 



電 話  （０８８４）７７－３６１６ 

ＦＡＸ  （０８８４）７７－１６６６ 

美波町ホームページ  http://www.town.minami.tokushima.jp/ 

電子メール      fukuoka.masahito@minami.i-tokushima.jp 

 


